
し 流改懇での現状分析ではl割戻し,アロ-アンスの支払基準の簡素化.合埋化の
.進展や薬価差の縮小などが確認されたものの.長期にわたる未妥結.収納入や総価
取引 く総価山買いに代わる新たな呼称Jが購入量の大きい医療機関.薬局で継続し
ていることや.グル-プやチェ-ンによる-括購入等に伴う新たな課題が検証され
たことから.平成1 6年1 2月にr中間と-りま-tめJく別添r参考資料J参照うを行

い,三度.取引当事者による取組を求めているo

5,その後.長期にわたる未妥結.仮納入や総価取引については.中央社会保険医療
協議会く以下r中医協JというoJにおいても薬価調査の信頼性を確保する観点から
改善すべき間題として取り上げられ.平成17年12月にはT長期にわたる取引価格
の未妥結及ぴ仮納入は.薬価調査の億頼性を確保する親点からも.不適切な取引で
あることから.その是正を国ることとするJとの方針が示されたほか.平成.1 9年

5月には.未妥結.仮納入や総価取引等の流通改善方策のとりまとめが当流改懇に
求められているo

6.今日.最新の科学を駆使した新薬開発が世界中で進められているが.我が国の医
療現境や.国民.患者からは,欧米に遅れることなく世界最高水準の,医薬品にアクセ
スできる環境整備が強く求められているo このため.厚生労働省が中心となり省庁
横断.官民共同によるr革新的医薬品.医療磯器創出のための5か年戦略Jく平成1
9年4月26日Jをとりまとめている.
もとより.医療用医薬晶が開発され.医療機関に供絵されて患者に使用されるま

でには.長い関発期間と膨大な開発糞用が糞やされていること1.そして.市場にお
いて価値と緬格が反映された取引が行われることにより新たな医薬晶開発の原資に
充てられるという循環的サイクルで成り立っているものであるo

7.昭和5 8年に流近協が設置されて以来既に2 0数年が経過した今日においても.
薬価調査の信頼性を損ねるおそれのある取引として未妥結.仮納入や総価取引が.
中医協から是正を求められる事態にあるということは.医療の基盤を成す医療用医
薬晶の循環的サイクルが磯能しなくなる事態をも危慎されるところである.
公的保険制度下で医療用医薬品を取り扱う取引当事者には.改めてこうした循環

的サイクルにより医療用医薬晶が保健医療の向上に貢献していることを強く認識し.
取引に当たることを望むものであるo

8.当涜改懇では.こうした状況を踏まえ.今般.公的保険制度下における取引全体
の適正化を囲る観点から.流通上の諸課題についてその実態.を再度検証し.先に公
表したr中間とりまとめJに基づく涜通改善の取組をより効果的に推進するための.
r医療用医薬晶の涜通改善に当たって取引当事者が留意すべき事項Jを別添のとお
りとりまとめたD

ついては.改めてlメ-力1.卸売業者.医療機関.薬局の各取引当事者に対し.
当該留意事項の意義を十分に踏まえた取組を期待するo


